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開会 午前１０時００分

──────────────────────────────────

◎開会宣告

○議長（西原 浩君） おはようございます。

会議に入ります前に申し上げます。

今会期中は、報道関係者の写真撮影と、パソコンの使用を許可しております。

庁舎内は、ナチュラル・ビズ・スタイル、年間を通した働きやすい服装が実施されてお

り、議場内においてもネクタイを着用しないことを許可しておりますので、申し上げてお

きます。

また、今定例会から、議場内において、体調管理のために必要な、水分の補給を許可し

ておりますので、併せて申し上げておきます。

ただいまから、令和６年第１回別海町議会定例会を開会いたします。

ただいま出席している議員は１６名であります。

定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

──────────────────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（西原 浩君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により議長において指名いたします。

１２番松 議員。

○１２番（松 政勝君） はい。

○議長（西原 浩君） １３番中村議員。

○１３番（中村忠士君） はい。

○議長（西原 浩君） １４番佐藤議員。

○１４番（佐藤 雄君） はい。

○議長（西原 浩君） 以上、３名を指名いたします。

──────────────────────────────────

◎日程第２ 議会運営委員会報告

○議長（西原 浩君） 日程第２ 議会運営委員長から委員会の協議概要について報告が

あります。

なお、本件は、報告のみであります。

議会運営委員長。

○議会運営委員長（小椋哲也君） 議会運営委員会からの報告をさせていただきます。

２月２１日及び３月４日に開催いたしました議会運営委員会で、第１回定例会に係る運

営等について協議をいたしましたので、その内容について報告を申し上げます。

第１回定例会に町側から提出されております案件は、全部で３７件であります。

提出されました議案は、令和６年度各会計予算が８件、令和５年度各会計補正予算が８

件、条例の一部改正が１５件、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更が１件、町道

の路線認定及び廃止が１件、人権擁護委員候補者の推薦が１件、専決処分した事件の承認

が１件、根室町村等公平委員会委員の選任の同意が１件、専決処分の報告が１件でありま

す。

これら、提出案件のうち、各会計当初予算の８件及び各会計補正予算の８件を除いて
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は、委員会への付託は省略し、本会議において質疑・討論・採決すべきものと決定し、令

和６年度各会計予算と令和５年度各会計補正予算については、予算決算審査特別委員会に

付託して、慎重な審査をすべきものと決定いたしました。

なお、令和６年度各会計予算８件と令和５年度各会計補正予算８件、議案第２７号と第

２８号については、関連がありますので、それぞれ一括議題とすることに決定しました。

次に、会期及び議事日程であります。

第１回定例会の会期は、３月７日から３月１５日までの９日間とし、初日には町長提出

議案のうち、先議の申出がありました承認第２号及び議案第２３号の内容説明・質疑・討

論・採決、令和５年度各会計補正予算８件の内容説明を行います。

散会後、補正予算の審査を行うため休会とし、予算決算審査特別委員会を開催し、終了

後に広報・広聴常任委員会を開催いたします。

２日目の３月８日には、先議案件の令和５年度各会計補正予算の採決を行い、先議以外

の町長提出議案の令和６年度各会計予算８件の内容説明と議案第１９号から議案第２２号

及び議案第２４号から議案第３５号、諮問第１号と同意第１号の１８件について、内容説

明と質疑を行うこととしました。

翌週の３月１１日・１２日は、一般質問を行うこととしました。

１２日の一般質問終了後から１４日までは休会とし、１２日は、産業建設常任委員会を

開催し、１３日・１４日の２日間は、令和６年度各会計予算の審査を行うため、予算決算

審査特別委員会を開催します。

１３日は一般会計の審査、１４日は特別会計及び企業会計の審査を行い、各会計ごとに

討論・採決を行うこととしました。

また、１４日は、予算決算審査特別委員会終了後から総務文教常任委員会と福祉医療常

任委員会を開きます。

最終日の１５日は、特別委員会に付託した議案の審査結果の報告、町長提出議案の討

論・採決を行い、その後、議員発議案件等の内容説明・質疑・討論・採決を行うことと決

定しました。

次に、一般質問であります。

通告を受理しております一般質問は、田村議員、中村議員、伊勢議員、髙橋議員、外山

議員、横田議員、吉田議員、市川議員、松 議員、今西議員の１０名で、全員が一問一答

方式であります。

質問の順番は、会議規則等運用規定に基づき通告順に行うこととしました。

議員各位、理事者におかれましては、効率的な議会運営と活発な政策論議となるよう、

町民にわかりやすい簡明かつ明確な質問や答弁に配慮されますようお願い申し上げます。

次に、請願・陳情等についてであります。

請願・陳情等に係る対応については、慎重に協議いたしました。

その結果は、お手元に配付のとおりであります。

陳情等の写しは、議員控室で閲覧できますので、賛同される議員は、議員発議により提

出願います。

次に、議員発議案件であります。

現在、予定されております議員提出案件は４件であります。

内容は、別海町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを私、小椋から、

将来にわたり安全安心な医療・介護制度の提供を求める意見書案を外山議員から、食品ロ
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ス削減への国民運動のさらなる推進を求める意見書案を今西議員から、防災・減災、国土

強靭化対策のさらなる推進を求める意見書案を戸田議員から、それぞれ提出されるもの

で、いずれも定例会最終日に提案することになっております。

最後に、発言の機会の付与についてですが、町長ほか職員が、議長の許可により議員の

質問に対し、論点を明確にするためのもので、議会での議論が活性化し、議論のポイント

を町民の皆様にわかりやすくするために導入したものであります。

町長をはじめ執行機関並びに議員各位には、その趣旨を十分御理解していただきますよ

うお願いいたします。

以上で、議会運営委員会で協議しました内容の報告といたします。

──────────────────────────────────

◎日程第３ 会期決定の件

○議長（西原 浩君） 日程第３ 会期決定の件を議題といたします。

お諮りします。

本定例会の会期は、本日から３月１５日までの９日間にしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。

したがって、会期は、本日から３月１５日までの９日間と決定いたしました。

──────────────────────────────────

◎日程第４ 諸般の報告

○議長（西原 浩君） 日程第４ 諸般の報告を行います。

諸般の報告は、お手元に配付のとおりであります。

──────────────────────────────────

◎日程第５ 行政報告

○議長（西原 浩君） 日程第５ 行政報告を行います。

町長。

○町長（曽根興三君） おはようございます。

本日、令和６年第１回町議会定例会を招集させていただきました。

議員の皆様方におかれましては、時節柄大変お忙しい中、全員の御出席を賜り、誠にあ

りがとうございます。

定例会開会に当たり、行政報告を申し上げます。

初めに、障がい者支援施設柏の実学園におけます虐待事案の経過についてでございま

す。

昨年、柏の実学園において発生しました虐待事案につきましては、北海道における指導

監査の結果、法に基づく勧告及び文書指導が行われました。

今後においては、施設として改善すべき点をしっかり改めるとともに、利用者の立場に

立った障がい福祉サービスの提供に努めていただくよう、町といたしましても、さらなる

施設の職場環境改善、再発防止に向けた取組に対する助言・指導を行うなど、施設間との

連携を強化してまいります。

次に、産業の動向についてです。

初めに、酪農畜産の情勢ですが、町内の生乳生産量は、本年１月から１２月末まで、

４７万７,０００トン、これは対前年比９５.７％でございます。
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生産額では５３７億２,０００万円、これは対前年比１０４.３％と若干伸びておりま

す。

生産額は、プ－ル乳価が１１３円となる見込みになりまして、増加しましたけれども、

乳量は、昨年に引き続き、生産抑制が行われたことと、夏の酷暑の影響により、昨年を下

回っております。

令和６年度北海道の生乳生産目標数量でございますけれども、これは対前年の実績で１

０１％になりますけど、実績は３９９万トンでございましたけれども、令和６年度の計画

は４０３万トンに設定されました。減産目標が回避され、酪農家にとっては明るいメッ

セージとなっているところでございますけれども、減産時期に減らされた乳牛や後継牛へ

の不安もありまして、生乳生産量を取り戻すのはなかなか容易ではない状況でございま

す。

次に、生乳生産農家でございますけれども、本年２月１日現在で２０戸が離農しており

まして、２０戸中の９戸が後継者不在、５戸は経営者の病気等と、そして６戸が将来不安

や経営不振による離農でございまして、農家戸数は５７０戸となっております。

昨今の酪農情勢から、将来不安や経営不振による離農が増加傾向となっております。

次に、水産業の状況でございます。

昨年１月から１２月末までの水揚状況は、漁獲量で対前年比９５％、数量で２万

１,８１３トンでございます。金額では１０２％、８５億９,５７３万円となりました。

主要魚種であります秋サケの水揚げは前年比８６％にとどまりましたけれども、ホタテ

が前年比９４％、また大きく落ち込みましたんですけれども、ホタテやニシンなどの魚価

高、これに支えられたことから、金額は前年を上回る結果となりました。

また、昨年１２月から操業開始となっておりますホタテ漁でございますが、今期は資源

保護の観点から、例年より１か月短い４月末までの漁期を予定しております。

本年１月末時点における漁獲量及び漁獲高は、時化などの影響によりまして、操業日数

は４日ほど少なかったため、昨年を下回っている状況でございます。

今後も、アルプス処理水放出の影響による中国への輸出規制など、市場の動向が懸念さ

れているため、状況を注視していかなければならないと考えております。

次に、商工業と観光についてでございます。

１月末現在の主な中小企業振興事業の実施状況ですけれども、開業支援・経営拡大助成

等を目的としました起業家支援事業、これが５件の申込みでございます。これは前年と比

較して１件の減となりました。

また、町内建築業者の受注機会確保を目的といたしました地域貢献中小企業支援事業、

これは２７件で、これは物価高騰の影響を受けることもなく、例年並みの受注確保となっ

ているというふうに分析しております。

商店街活性化を目的としましたもう一つの事業、にぎわい商店街創造事業、これは６件

で、例年並みの申請状況でございます。

次に観光ですが、１月末現在の観光客入込数は、コロナ禍からの回復傾向であった昨年

度よりもさらに増えまして、対前年比１５４.７％の人数で３３万９,０００人となってお

ります。

全ての観光施設で増加しておりまして、コロナ禍前の入込数を上回っております。

冬季間の人気観光となりました氷平線そりツアーや氷平線ウォークは暖冬によりまし

て、開始日が昨年よりも遅くなりましたけれども、前年並みと好調を維持しておりまし
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て、今後のさらなる入込数増加に期待するところでございます。

また、２月１１日には昨年に引き続きまして、２回目となる「別海アイスマラソン」こ

れが開催されました。遠くはイギリス、アメリカ、また、鹿児島県など国内外からゲスト

ランナーを含めて８９名の参加がありました。参加者のＳＮＳやメディアによって国内外

に情報が拡散されていることから、冬期間のイベントとして定着を期待するところでござ

います。

次に、除雪の実施状況でございます。

今シーズンは、昨年の１２月から、本年２月２８日まで、延べ５０日間除雪作業を行っ

ております。

このうち、全車出動となった日が５日間ありまして、その他にも一部民有車を９日間出

動させております。

２月２８日現在の実績で、除雪委託料は１億５,６００万円程度となりまして、予算残額

は約４００万円となっております。

このことによりまして、３月１日の悪天候に対する除雪費に、予算不足が見込まれまし

たことから、特に緊急を要したと考えまして、増額補正を専決処分させていただきまし

た。

また、この先、例年あります彼岸荒れ等を見越しまして、本定例会に除雪費の増額補正

予算を計上させていただいております。

今後におきましても、冬期交通の安全を確保し、町民生活や産業活動の支障にならない

よう万全を期しております。

最後に、令和６年度の沖縄県道１０４号線越え実弾射撃訓練の分散・実施についてでご

ざいます。

６年度の実施につきましては、１月１８日に防衛省が訓練計画を公表いたしました。

矢臼別演習場では、今年は令和６年７月から９月までの予定となっておりますけれど

も、具体的な日程等につきましては、今後、日米間において調整が行われ、決定されるこ

ととなりますので、今現在では確定されておりません。

日程についての情報が入り次第、内容について町民の皆様方に報告をしたいと考えてお

ります。

以上をもちまして、行政報告とさせていただきます。

この定例会における各議案の御審議、どうぞよろしくお願い申し上げます。

──────────────────────────────────

◎日程第６ 提出案件の概要説明

○議長（西原 浩君） 日程第６ 提出案件の概要について説明があります。

○副町長（浦山吉人君） 議長。

○議長（西原 浩君） 副町長。

○副町長（浦山吉人君） はい。

それでは、本定例会に提出をいたしました議案等について、その概要を説明いたします。

なお、提案理由につきましては、議案等が上程された際に詳細を説明をさせていただき

ますので、私からは概略の説明とさせていただきます。

提出いたしました案件は、議案が３３件、諮問が１件、承認が１件、同意が１件、報告

が１件でございます。

議案第３号から議案第１０号までの８件は、令和６年度各会計予算です。
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一般会計では、２４４億７,２００万円、特別会計、企業会計を合わせた全会計の総額で

３４５億１,８９９万円となり、前年度比で１３.６％の増となっております。

議案第１１号から議案第１８号までの８件は、令和５年度各会計補正予算です。

一般会計の補正内容としては、執行額の確定などによる減額があるものの、ふるさと応

援制度推進事業の精査による増や住民税均等割のみ課税世帯支援給付金給付事業、イース

トタウン寿団地４号棟長寿命化事業などの事業費計上により、２億２,４８０万円を増額補

正するものです。

特別会計では、国民健康保険特別会計での保険給付費の支出見込額精査による減額補正

をはじめ、その他の特別会計でも同様に、支出見込額の精査により、それぞれ減額補正を

するものです。

企業会計においても、町立別海病院事業会計、水道事業会計、下水道等事業会計ともに

支出見込額の精査による、減額補正となっております。

議案第１９号別海町部設置条例及び別海町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環

境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部改正は、町民にとって、わかりやすい

機構づくりを目指す事務の再編を進めるに当たり、複雑化・多様化が見込まれる現在の福

祉部を分割し、新たに保健生活部を新設したいとするなど、規定の整備を行うものです。

議案第２０号職員の育児休業等に関する条例の一部改正は、会計年度任用職員への勤勉

手当の支給が可能となった地方自治法の改正に伴い、所要の改正を行うものです。

議案第２１号第２号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部改正は、地域おこし協

力隊の活動に要する経費の特別交付税措置が、令和６年度から拡充されることに伴い、給

与上限額を引き上げることと併せ、令和６年度から地域プロジェクトマネージャーを受け

入れたいとする当初予算案を計上していることから、当該プロジェクトマネージャーの給

与に関する事項を別途規定するものです。

議案第２２号別海町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正は、当該法律の改正に伴い、用語

の定義など所要の改正を行うものです。

議案第２３号別海町標津線代替輸送確保基金条例の一部改正は、昨年１０月からＪＲ標

津線の代替バス路線が、広域生活交通路線へと再編されましたが、再編後においても、本

基金をバス運行費等の財源として活用をしたいため、条例の題名をはじめとする規定の整

備を行うものです。

議案第２４号別海町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部改正は、施設運営に係る重要事項について、インターネットを利用して

閲覧ができるようにするなどの関係法令の改正に伴う所要の改正を行うものです。

議案第２５号別海町介護保険条例の一部改正は、介護保険法施行令の一部を改正する政

令の公布に伴い、第１号保険料を１３段階に区分する介護保険料率に係る改正などを行う

ものです。

議案第２６号介護保険関係基準省令の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制

定については、介護保険法施行規則や老人福祉法施行規則などの関係省令の改正に伴い、

関連する条例における文言の整理や、サービス利用者等に対し重要事項に係る情報を、幅

広い電磁的記録媒体を用いて提供することを可能とする規定の整備、その他、サービス内

容の明確化などについて、所要の改正を行うものです。

議案第２７号別海町子ども医療費助成に関する条例及び議案第２８号別海町重度心身障
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害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改正は、令和６年４月から、

子ども医療費の助成を、現行の満１５歳までから満１８歳までに拡充したいことに伴い、

所要の改正を行うものです。

議案第２９号別海町母子健康センター設置条例の一部改正は、母子健康センターで実施

している産後ケア事業について、子育て世代の経済的負担の軽減と、産後ケアサービスの

利用促進を図るため、その使用料について改正を行うものです。

議案第３０号別海町中小企業融資条例の一部改正は、さらなる中小企業振興の推進を目

的に、融資対象者に創業計画段階の者や創業後１年を経過していない者も対象とすること

及び利子補給金の特例期間を１年間延長する改正を行うものです。

議案第３１号別海町普通河川管理条例の一部改正は、北海道河川法施行条例の土地占用

料改正に伴い、町条例における占用料についても整合を図るため改正をするものです。

議案第３２号別海町水道事業の設置等に関する条例及び議案第３３号別海町監査委員条

例の一部改正は、地方自治法の一部改正により、当該法律の規定を引用する箇所について

改正を行うものです。

議案第３４号辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更は、計画策定済みの３地区の

辺地について、事業費の増額等に対応するため、総合整備計画を変更するものです。

議案第３５号町道の路線認定及び廃止については、事業実施等に伴い、変更路線及び新

規路線合わせて１２路線を認定し、４路線を廃止するものです。

諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦については、本年６月３０日をもって人権擁護委

員１名の任期が満了となることから、新たに１名の方を候補者として法務大臣へ推薦する

ことについて、議会の意見を求めるものです。

承認第２号は、除雪経費に不足が見込まれ、一般会計補正予算を専決処分したので、議

会に報告するとともに、承認を求めるものです。

同意第１号根室町村等公平委員会委員の選任については、令和６年３月３１日付けで１

名の方が任期満了となるため、新たな委員の選任をいたしたく、議会の同意を求めるもの

です。

報告第２号は、専決処分の報告についてです。

工事請負契約の一部を変更する必要が生じ、専決処分を行ったことから、その内容につ

いて議会に報告をするものです。

以上で、提出をいたしました議案の概要説明とさせていただきます。

御審議の上、御決定を賜りますようお願い申し上げます。

──────────────────────────────────

◎委員会付託省略の議決

○議長（西原 浩君） ここでお諮りします。

本定例会に提出されております議案第１９号から同意第１号までの２０件については、

会議規則第３９条第３項の規定に基づき、委員会の付託は省略したいと思います。

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１９号から同意第１号までの２０件については、委員会の付託は省

略することに決定いたしました。

──────────────────────────────────
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◎日程第７ 承認第２号

○議長（西原 浩君） 日程第７ 承認第２号専決処分した事件の承認について、令和５

年度別海町一般会計補正予算（第１０号）を議題といたします。

内容について説明を求めます。

○財政課長（ 川具哉君） 議長。

○議長（西原 浩君） 財政課長。

○財政課長（ 川具哉君） はい。

承認第２号の内容説明をいたします。

議案の７６ページをお開きください。

専決処分した事件の承認についてです。

本専決処分につきましては、３月１日に悪天候が予想され、除雪費に不足が見込まれた

ため、２月２９日付で予算の補正を行いましたので、地方自治法第１７９条第１項の規定

により、承認を求めるものです。

専決処分書を朗読いたします。

専決処分書。

令和５年度別海町一般会計補正予算（第１０号）について、地方自治法第１７９条第１

項の規定により別冊のとおり専決処分する。

令和６年２月２９日、別海町長曽根興三。

補正内容につきましては、別冊にて御説明いたします。

承認第２号、別冊令和５年度別海町一般会計補正予算書（第１０号）の１ページをお開

きください。

令和５年度別海町一般会計補正予算（第１０号）。

令和５年度別海町一般会計補正予算（第１０号）は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算の補正。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２,７００万円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ３３４億９,４９０万円とする。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

２ページをお開きください。

第１表、歳入歳出予算補正で補正額の欄で申し上げます。

初めに、歳入です。

１９款繰入金、１項で２,７００万円の増。

歳入合計で、２,７００万円の追加です。

次に、歳出です。

８款土木費、２項で２,７００万円の増。

歳出合計で２,７００万円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ３３４億

９,４９０万円とするものです。

次に、歳入歳出補正予算事項別明細書ですが、１の総括は省略させていただき、２の歳

入から説明いたします。

５ページをお開きください。

２の歳入です。

目の欄の補正額で説明いたします。
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１９款繰入金、１項、１目財政調整基金繰入金２,７００万円の増は、今回の補正に伴う

財源として、財政調整基金から繰入れを行うものです。

７ページをお開きください。

次に、３の歳出です。

こちらも目の欄の補正額で説明いたします。

８款土木費、２項、２目道路維持費２,７００万円の増は、３月１日に、悪天候が予想さ

れ、除雪費に不足が見込まれたため、除雪業務委託料を追加したものです。

なお、本補正に伴い、予算資料を併せて配付しておりますが、これまでの説明と内容が

重複いたしますので、説明は省略させていただきます。

以上で、承認第２号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 承認第２号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行いま

す。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。

これから、討論に入ります。

討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） これで討論を終わります。

これから採決いたします。

本案は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。

したがって、承認第２号は、原案のとおり承認されました。

──────────────────────────────────

◎日程第８ 議案第２３号

○議長（西原 浩君） 日程第８ 議案第２３号別海町標津線代替輸送確保基金条例の一

部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

○総合政策課長（松本博史君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 総合政策課長。

○総合政策課長（松本博史君） はい。

議案第２３号の内容説明をいたします。

議案の２５ページをお開きください。

標津線代替輸送確保基金は、平成元年４月に廃止となりましたＪＲ標津線の代替輸送事

業の財政需要に充てるため設置され、バスの運行に伴う負担費用に充当しながら運用して

いるところでございます。

このほど、時代の流れとともに生じたバスの利用実態の変化に対応するため、令和５年

１０月から路線の再編を行ない、別海町、中標津町、標津町からなる根室中部広域生活交

通協議会を設立し、バスの運行を行なっているところです。

本案は、当該路線によりまして、今後も通院、通学など地域住民の生活の足を確保し、

引き続き、基金の財源を有効に活用するため、設置目的などを拡充する所要の改正を行う
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ものであり、この後上程を予定しております令和５年度一般会計補正予算についてですね、

関連予算を計上していることから、これに先んじて、ただいま審議をお願いしているもの

でございます。

改正条文の朗読は省略させていただき、別冊の議案資料により御説明いたします。

議案資料の９ページをお開きください。

条例の新旧対照表で、右側が改正前、左側が改正後となります。

題名を「別海町広域生活交通維持確保基金条例」に改め、第１条の設置目的において、

「日本国有鉄道改革法等施行法に基づく代替輸送事業」の次に、「及び根室中部広域生活

交通協議会における広域生活交通の維持確保事業（以下「維持確保事業」という。）」を

加え、「別海町標津線代替輸送確保基金」を「別海町広域生活交通維持確保基金」に改め

るものです。

また、第５条第１項第１号において、「代替バス事業者」の次に「及び維持確保事業に

係るバス事業者」を加え、同条同項第３号に「その他広域交通路線の維持確保事業に資す

る事業」を新たに追加するものです。

これらの改正につきましては、基金名称を改めながらも、路線再編に伴い、令和５年度

は、新旧両路線の負担が発生することから、これらの負担に対応するため、設置目的及び

基金の処分方法を拡充する規定を追加するものです。

そのほかの改正は、文言の整理です。

最後に、附則としまして、「この条例は、公布の日から施行する。」とするものです。

以上で、議案第２３号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第２３号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。

これから、討論に入ります。

討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） これで討論を終わります。

これから採決いたします。

本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２３号は、原案のとおり可決されました。

──────────────────────────────────

◎日程第９ 議案第１１号から日程第１６ 議案第１８号まで

○議長（西原 浩君） 日程第９ 議案第１１号令和５年度別海町一般会計補正予算（第

１１号）、日程第１０ 議案第１２号令和５年度別海町国民健康保険特別会計補正予算

（第２号）、日程第１１ 議案第１３号令和５年度別海町介護サービス事業特別会計補正

予算（第３号）、日程第１２ 議案第１４号令和５年度別海町介護保険特別会計補正予算

（第２号）、日程第１３ 議案第１５号令和５年度別海町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）、日程第１４ 議案第１６号令和５年度町立別海病院事業会計補正予算（第
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２号）、日程第１５ 議案第１７号令和５年度別海町水道事業会計補正予算（第３号）、

日程第１６ 議案第１８号令和５年度別海町下水道等事業会計補正予算（第３号）の８件

については、別海町議会会議規則第３７条の規定により一括議題といたします。

内容について順次説明を求めますが、ここで説明者に申し上げます。

この８件の補正予算については、予算決算審査特別委員会に付託し詳細な審査をしたい

と考えておりますので、内容については要点のみにとどめて説明願います。

それでは初めに、議案第１１号令和５年度別海町一般会計補正予算（第１１号）の説明

を求めます。

○財政課長（ 川具哉君） 議長。

○議長（西原 浩君） 財政課長。

○財政課長（ 川具哉君） はい。

議案第１１号の内容説明をさせていただきます。

別冊の令和５年度別海町一般会計補正予算書の１ページをお開きください。

令和５年度別海町一般会計補正予算（第１１号）。

令和５年度別海町一般会計補正予算（第１１号）は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算の補正。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億２,４８０万円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ３３７億１,９７０万円とする。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

第２条、繰越明許費の補正。

繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。

第３条、債務負担行為の補正。

債務負担行為の追加・変更は、「第３表 債務負担行為補正」による。

第４条、地方債の補正。

地方債の変更・廃止は、「第４表 地方債補正」による。

２ページをお開きください。

第１表、歳入歳出予算補正で補正額の欄で申し上げます。

まず、歳入です。

１款町税、１項から３項で３,０８７万７,０００円の増。

４款配当割交付金、１項で２６０万円の減。

７款地方消費税交付金、１項で１,０００万円の減。

１０款地方特例交付金、２項で６８８万５,０００円の増。

１１款地方交付税、１項で６,３０５万８,０００円の増。

１３款分担金及び負担金、１項と２項で４,０９６万８,０００円の減。

１４款使用料及び手数料、１項から３項で７５１万６,０００円の増。

１５款国庫支出金、１項から３項で４,４３９万６,０００円の増。

１６款道支出金、１項から３項で１,０３７万円の減。

３ページにお進みください。

１７款財産収入、１項と２項で６０９万８,０００円の増。

１８款寄附金、１項で３億２２３万円の増。

１９款繰入金、１項で１億７,８０２万７,０００円の減。
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２１款諸収入、２項と４項及び５項で９６９万５,０００円の減。

２２款町債、１項で１,５４０万円の増。

歳入合計で、２億２,４８０万円の追加です。

次に、４ページをお開きください。

歳出です。

１款議会費、１項で６万４,０００円の減。

２款総務費、１項から３項及び５項と６項で２億９,８１３万６,０００円の増。

３款民生費、１項と２項で４,０３９万２,０００円の増。

４款衛生費、１項と２項で１億２９４万２,０００円の減。

６款農林水産業費、１項から４項で７,７２９万４,０００円の減。

７款商工費、１項で７５２万５,０００円の減。

８款土木費、１項と２項及び４項で１億２,９５６万２,０００円の増。

９款消防費、１項で９１８万円の減。

５ページにお進みください。

１０款教育費、１項から６項で４,０４６万１,０００円の減。

１１款災害復旧費、１項で１３万７,０００円の減。

１２款公債費、１項で５６８万７,０００円の減。

歳出合計で２億２,４８０万円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ３３７

億１,９７０万円とするものです。

６ページをお開きください。

第２表、繰越明許費補正で、７件を追加するものです。

２款総務費、１項総務管理費は３件で、物価高騰対応重点支援事業、住民税均等割のみ

課税世帯支援給付金給付事業は、住民税均等割のみ課税世帯に対し、１世帯につき１０万

円を給付する国による事業ですが、金額を３,３００万円として、物価高騰対応重点支援事

業、こども加算支援給付金給付事業は、住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯

において、扶養されている１８歳以下の児童１人につき５万円を支給する、こちらも国に

よる事業ですが、金額を８２０万円として、物価高騰対応重点支援事業、べつかい割補助

事業は、物価高騰の影響を受ける町内宿泊業者等を支援するため、宿泊費及び宿泊者への

商品券の発行に対し補助するものですが、金額を２,４７０万円として、２款総務費、３項

戸籍住民基本台帳費、戸籍管理システム改修事業は、マイナンバーカードへの氏名のロー

マ字表記等に係る改修費用を計上するものとなりますが、金額を９８０万１,０００円とし

て、６款農林水産業費、４項水産業費は２件で、道営水産基盤整備事業は、国の補正予算

に伴い、北海道が実施する別海漁港の漁船保管施設用地の舗装工事に係る負担金事業とな

りますが、金額を１,２００万円として、農林漁業振興奨励事業は、野付漁業協同組合が実

施する、海水冷却装置整備に係る間接補助事業となりますが、金額を２,０００万円として、

８款土木費、４項住宅費公営住宅等整備事業は、イーストタウン寿団地４号棟長寿命化改

修工事に係る経費となりますが、金額を１億４,９０２万８,０００円として、いずれも年

度内に事業が完了しない見込みから繰越明許費を設定するものです。

７ページにお進みください。

次に、第３表、債務負担行為補正で、１件の追加と３件の変更です。

まず、追加ですが、中小企業振興資金利子補給補助金は、中小企業融資条例に基づく、

令和５年度借入資金に対する利子補給補助となりますが、期間は令和６年度から令和２０
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年度まで、限度額は１,４７２万円です。

続いて変更ですが、１件目、草地畜産基盤整備事業、畜産担い手総合整備型再編整備事

業の計根別南地区は、事業費の精査により増額が見込まれることによるもので、期間に変

更はありませんが、限度額について５億６,９１９万６,０００円から６億４,７５１万

９,０００円に変更するものです。

次に、公の施設に係る指定管理者に対する委託料は２件で、西春別デイサービスセン

ターは、悪天候による施設の休業や死亡等による利用者減に伴い、収入が減少したこと。

また、別海町高齢者生活ハウスは、電気料金や燃料費の高騰などにより、指定管理委託

料に増額が生じ、債務負担行為限度額に不足が見込まれるため、期間に変更はありません

が、西春別デイサービスセンターは限度額を２,５０３万円から３,４０１万８,０００円に、

別海町高齢者生活ハウスは７,６８４万９,０００円から８,０６９万２,０００円に、変更

するものです。

８ページをお開きください。

次に、第４表、地方債補正で、２８件の変更と２件の廃止です。

初めに、変更についてですが、事業費の確定見込みに伴う借入限度額の減額が主な内容

となりますので、１件ごとの説明は省略させていただき、限度額が増額となるもののみ説

明させていただきます。

５段目の北栄地区農道整備事業から１１段目の平成地区農道整備事業までの７事業につ

いては、北海道が事業主体となる農道工事の負担金事業となりますが、事業費配分額の精

査・確定見込額の通知により、６段目の上風連北地区農道整備事業は限度額４,０５０万円

から４,３３０万円に。

また、下から３段目、漁港整備事業は、北海道が事業主体となる野付・別海漁港の整備

に係る負担金事業となりますが、国の補正予算により、別海漁港の漁船保管施設用地の舗

装工事が採択されたことにより、限度額が１,５７０万円から２,２５０万円に。

９ページにお進みください。

下から４段目、公営住宅等整備事業は、イーストタウン寿団地４号棟長寿命化改修工事

が補助採択されたことに伴い、限度額が３,１１０万円から１億３,４４０万円にそれぞれ、

増額変更するものです。

なお、変更する２８事業の起債の方法、利率、償還の方法については、変更はありませ

ん。

続いて、廃止については２件となり、西公民館改修事業は、設計業務の委託内容の見直

しに伴い、また、次の加賀家文書館改修事業については、事業内容を精査した結果、起債

の対象とはならないと判断し、廃止するものです。

一番下段、合計になりますが、補正前の限度額１４億３,１６５万５,０００円に

１,５４０万円を追加し、補正後の限度額を１４億４,７０５万５,０００円とするものです。

続いて、１１ページから１３４ページまでの歳入歳出補正予算事項別明細書になります

が、説明につきましては、全て省略させていただきます。

以上で、議案第１１号一般会計補正予算（第１１号）の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） それでは、ここで１０分間休憩いたします。

午前１０時５７分 休憩

──────────────

午前１１時０７分 再開
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○議長（西原 浩君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。

次に、議案第１２号令和５年度別海町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）の説明

を求めます。

○福祉部次長（谷村将志君） 議長。

○議長（西原 浩君） 福祉部次長。

○福祉部次長（谷村将志君） 議案第１２号の内容説明をいたします。

別冊の令和５年度別海町国民健康保険特別会計補正予算書の１ページをお開きくださ

い。

令和５年度別海町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）。

令和５年度別海町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。

第１条、歳入歳出予算の補正。

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７,５５０万円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ２５億４,４００万円とする。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

２ページをお開きください。

第１表、歳入歳出予算補正です。

補正額の欄で申し上げます。

まず、歳入です。

１款国民健康保険税、１項で２,７３９万円の減。

２款国庫支出金、本款は新設科目となります。１項で１４万４,０００円の増。

３款道支出金、１項で６,９２３万１,０００円の減。

４款財産収入、１項で１万９,０００円の減。

５款繰入金、１項と２項で１,９６８万８,０００円の増。

６款繰越金、１項で１０６万３,０００円の増。

７款諸収入、１項と２項で２４万５,０００円の増。

歳入合計で７,５５０万円の減額です。

３ページをお開き下さい。

次に、歳出です。

１款総務費、１項から４項で１８７万６,０００円の減。

２款保険給付費、１項で６,９００万円の減。

４款保健事業費、１項と２項で２１８万７,０００円の減。

５款基金積立金、１項で１万８,０００円の減。

６款諸支出金、１項で２４１万９,０００円の減。

歳出合計で７,５５０万円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ２５億

４,４００万円とするものです。

３ページから８ページまでの歳入歳出補正予算事項別明細書の説明は省略をさせていた

だきます。

以上で、議案第１２号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 次に、議案第１３号令和５年度別海町介護サービス事業特別会計

補正予算（第３号）の説明を求めます。
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○老人保健施設すこやか事務長（渡辺久利君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 老人保健施設すこやか事務長。

○老人保健施設すこやか事務長（渡辺久利君） 議案第１３号の内容について説明いたし

ます。

別冊の令和５年度別海町介護サービス事業特別会計補正予算書１ページをお開きくださ

い。

令和５年度別海町介護サービス事業特別会計補正予算（第３号）。

令和５年度別海町介護サービス事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところ

による。

第１条、歳入歳出予算の補正。

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６６０万円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ５億２,１３０万円とする。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

２ページをお開きください。

第１表、歳入歳出予算補正です。

補正額の欄で申し上げます。

最初に、歳入です。

１款介護サービス費、１項で３,０３７万円の減。

２款使用料及び手数料、１項と２項で４９３万円の減。

４款財産収入、１項で５万９,０００円の増。

５款繰入金、１項で２,８６２万８,０００円の増。

６款諸収入、１項で１万３,０００円の増。

歳入合計で６６０万円の減額です。

次に、歳出です。

１款介護サービス事業費、１項で６６０万円の減。

歳出合計で６６０万円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ５億２,１３０

万円とするものです。

３ページから１１ページまでの歳入歳出補正予算事項別明細書の説明は省略させていた

だきます。

以上で、議案第１３号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 次に、議案第１４号令和５年度別海町介護保険特別会計補正予算

（第２号）の説明を求めます。

○介護支援課長（高橋勇樹君） 議長。

○議長（西原 浩君） 介護支援課長。

○介護支援課長（高橋勇樹君） 議案第１４号の内容説明をいたします。

別冊の令和５年度別海町介護保険特別会計補正予算書１ページをお開きください。

令和５年度別海町介護保険特別会計補正予算（第２号）。

令和５年度別海町介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算の補正。

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２,４８０万円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ１１億８,６９０万円とする。
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２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

２ページをお開きください。

第１表、歳入歳出予算補正です。

補正額の欄で申し上げます。

まず、歳入です。

１款保険料、１項で３６３万９,０００円の減。

２款分担金及び負担金、１項で２３万３,０００円の増。

３款国庫支出金、１項と２項で１,２５７万４,０００円の減。

４款支払基金交付金、１項で１,３０２万２,０００円の減。

５款道支出金、１項と２項で３４１万４,０００円の減。

６款財産収入、１項で２,０００円の増。

７款繰入金、１項と２項で７６１万４,０００円の増。

歳入合計で２,４８０万円の減額です。

３ページをお開きください。

次に、歳出です。

１款総務費、１項から３項で２４５万４,０００円の減。

２款保険給付費、１項で９２１万円の減。

３款地域支援事業費、１項と３項で１,２９３万８,０００円の減。

４款基金積立金、１項で２,０００円の増。

５款諸支出金、１項で２０万円の減。

歳出合計で２,４８０万円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ１１億

８,６９０万円とするものです。

５ページから１９ページの歳入歳出補正予算事項別明細書につきましては、説明を省略

いたします。

以上で、議案第１４号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 次に、議案第１５号令和５年度別海町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）の説明を求めます。

○福祉部次長（谷村将志君） 議長。

○議長（西原 浩君） 福祉部次長。

○福祉部次長（谷村将志君） 議案第１５号の内容説明をいたします。

別冊の令和５年度別海町後期高齢者医療特別会計補正予算書の１ページをお開きくださ

い。

令和５年度別海町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）。

令和５年度別海町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。

第１条、歳入歳出予算の補正。

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ９０万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ２億８８０万円とする。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

２ページをお開きください。
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第１表、歳入歳出予算補正です。

補正額の欄で申し上げます。

初めに、歳入です。

１款後期高齢者医療保険料、１項で１２９万６,０００円の増。

２款広域連合支出金、１項で２,０００円の増。

３款繰入金、１項で２９５万７,０００円の減。

４款繰越金、１項で７５万９,０００円の増。

歳入合計で９０万円の減額です。

次に、歳出です。

１款総務費、１項と２項で６万８,０００円の減。

２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項で８万２,０００円の減。

３款諸支出金、１項で７５万円の減。

歳出合計で９０万円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ２億８８０万円

とするものです。

次の３ページから８ページまでの歳入歳出補正予算事項別明細書の説明は省略をさせて

いただきます。

以上で、議案第１５号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 次に、議案第１６号令和５年度町立別海病院事業会計補正予算

（第２号）の説明を求めます。

○病院事務課長（ 木直人君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 病院事務課長。

○病院事務課長（ 木直人君） 議案第１６号の内容説明をいたします。

別冊の令和５年度町立別海病院事業会計補正予算書の１ページをお開きください。

令和５年度町立別海病院事業会計補正予算（第２号）。

第１条、総則。

令和５年度町立別海病院事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

第２条、業務の予定量。

予算第２条の業務の予定量を次のとおり改める。

２項、年間患者数。

１号、入院、２２３人減で１万９,４６６人とする。

３項、１日平均患者数。

１号、入院、１人減で５３人とする。

第３条、収益的収入及び支出。

予算第３条の収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

収入の１款病院事業収益、１項と２項合わせて３,４５３万８,０００円を減額し、合計

で２１億９,６１２万円とする。

次に、支出の１款病院事業費用、１項と２項合わせて５,０６７万８,０００円を減額

し、合計で２４億８,７９０万４,０００円とする。

第４条、資本的収入及び支出。

予算第４条の資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。（資本的収入額が

資本的支出額に対し不足する額８,１２３万６,０００円は過年度分損益勘定留保資金

８,１２３万６,０００円で補てんするものとする。）
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収入の１款資本的収入は、１項と２項合わせて１,１３２万７,０００円を減額し、４億

４,４９７万３,０００円とするものです。

次に、支出の１款、１項と２項合わせて９１２万３,０００円を減額し、５億２,６２０

万９,０００円とするものです。

２ページをお開きください。

第５条、企業債の変更。

予算第５条に掲げる企業債を次のとおり改める。

起債の目的、院内総合情報システム整備事業、補正前の限度額１,０２０万円を補正後の

限度額９２０万円とするものです。

別海病院設備更新事業、補正前の限度額３億８４０万円を補正後の限度額２億９,４００

万円とするものです。

なお、起債の方法及び利率並びに償還の方法は、補正前と変更はありません。

次に、第６条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費。

予算第７条に掲げる経費を次のとおり改める。

１号、職員給与費、３９１万５,０００円を減額し、１１億８,８５９万円とする。

第７条、他会計からの補助金。

予算第８条に掲げる金額を次のとおり改める。

１号、医師及び看護師等の研究研修に要する経費、１９０万円。

２号、病院事業職員の基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費、２,９９６万

３,０００円。

３号、病院事業職員の追加費用負担金に要する経費、７３５万７,０００円。

４号、児童手当に要する経費、５２０万円。

５号、院内保育所に要する経費、１,７４９万４,０００円。

６号、医師の派遣をうけることに要する経費、３,２６０万円。

第８条、たな卸資産の購入限度額。

予算第９条に掲げるたな卸資産の購入限度額３億４,４３２万５,０００円を３億８３１

万５,０００円に改める。

次に、３ページから７ページの補正予算実施計画及び実施計画説明書の説明は省略いた

します。

８ページをお開きください。

令和５年度補正予算町立別海病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）で

す。

現金の流れを示した表になります。

右側下段の部分で説明いたします。

資金増減額の見込みで１,３９１万３,０００円の減額となり、資金期末残高で８,９８５

万２,０００円となる予定です。

９ページをお開きください。

令和５年度町立別海病院事業予定損益計算書です。

右下、下から３行目を御覧ください。

当年度純損失見込み２億２,４１３万１,０００円となる見込みで、一番下の当年度未処

理欠損金が２７億７,８５０万２,０００円となる見込みです。

１０ページの令和５年度町立別海病院事業予定貸借対照表と１１ページの注記表の説明
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は省略させていただきます。

以上で、議案第１６号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 次に、議案第１７号令和５年度別海町水道事業会計補正予算（第

３号）の説明を求めます。

○上下水道課長（千葉 宏君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 上下水道課長。

○上下水道課長（千葉 宏君） 議案第１７号の内容説明をいたします。

別冊の令和５年度別海町水道事業会計補正予算書の１ページをお開きください。

令和５年度別海町水道事業会計補正予算（第３号）。

第１条、総則。

令和５年度別海町水道事業会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

第２条、収益的収入及び支出。

予算第３条の収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収益的収入です。

１款水道事業収益、１項と２項で４８１万５,０００円を減額し、１０億９,３３２万円

とするものです。

続いて、収益的支出です。

１款水道事業費用、１項と２項で３,９５６万円を減額し、８億９,８００万９,０００円

とするものです。

第３条、資本的収入及び支出。

予算第４条の資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。（資本的収入額が資

本的支出額に対して不足する額４億５,７５５万６,０００円は、減債積立金２億８４１万

円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額５,０５４万８,０００円、過年度分

損益勘定留保資金１億９,８５９万８,０００円で補てんするものとする。）

資本的収入です。

１款資本的収入、１項と２項で１,１０９万９,０００円を減額し、３億３,１８０万

１,０００円とするものです。

資本的支出です。

１款資本的支出、１項で１,５５１万２,０００円を減額し、７億８,９３５万７,０００

円とするものです。

２ページをお開きください。

第４条、企業債。

予算第５条で定めた起債の限度額を次のように改める。

変更です。

起債の目的、農業水路等長寿命化事業は、限度額２,２３０万円から３５０万円を減額

し、１,８８０万円とするものです。

なお、起債の方法、利率、償還の方法は補正前と変更がありませんので、説明を省略さ

せていただきます。

合計で、補正前限度額３億２,２３０万円から３５０万円を減額し、補正後限度額を３億

１,８８０万円とするものです。

第５条、たな卸資産購入限度額。

予算第９条に定めたたな卸資産の購入限度額２,６６３万５,０００円を２,２８６万
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３,０００円に改める。

次の３ページから８ページにかけての補正予算実施計画及び実施計画説明書の説明は省

略いたします。

９ページをお開きください。

令和５年度別海町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）です。

現金の流れを示した表になります。

下から３行目を御覧ください。

資金増減額の見込みです。

３７１万８,０００円の増額となり、最下段の資金期末残高は２９億２,４９０万

８,０００円となる予定です。

次に、１０ページをお開きください。

令和５年度別海町水道事業予定損益計算書です。

下から４行目を御覧ください。

当年度純利益の見込みです。

１億４,４７６万２,０００円となる予定です。

次の１１ページの令和５年度別海町水道事業予定貸借対照表と１２ページの注記表の説

明は省略させていただきます。

以上で、議案第１７号別海町水道事業会計補正予算の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 次に、議案第１８号令和５年度別海町下水道等事業会計補正予算

（第３号）の説明を求めます。

○上下水道課長（千葉 宏君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 上下水道課長。

○上下水道課長（千葉 宏君） 議案第１８号の内容説明をいたします。

別冊の令和５年度別海町下水道等事業会計補正予算書の１ページをお開きください。

令和５年度別海町下水道等事業会計補正予算（第３号）。

第１条、総則。

令和５年度別海町下水道等事業会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

第２条、収益的収入及び支出。

予算第３条の収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収益的収入です。

１款下水道事業収益、１項と２項で１８５万８,０００円を減額し、５億２,１４８万

７,０００円とするものです。

収益的支出です。

１款下水道事業費用、１項と２項で１,８４５万６,０００円を減額し、５億４,４３８万

３,０００円とするものです。

２ページをお開きください。

第３条、資本的収入及び支出。

予算第４条の資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。（資本的収入額が資

本的支出額に対して不足する額１,３７８万６,０００円は、過年度分損益勘定留保資金１,

２３２万１,０００円及び当年度分損益勘定留保資金１４６万５,０００円で補てんするも

のとする。）

資本的収入です。
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１款資本的収入、１項と２項及び４項で３３８万円を減額し、３億３,０６２万

８,０００円とするものです。

資本的支出です。

１款資本的支出、１項で６２９万５,０００円を減額し、３億４,４３４万７,０００円と

するものです。

次のページを御覧ください。

第４条、企業債。

予算第６条で定めた起債の限度額を次のように改める。

変更です。

起債の目的、特定環境保全公共下水道事業は、限度額９３０万円から１６０万円を減額

し、７７０万円とするものです。

起債の方法、利率、償還の方法については変更がありませんので、説明を省略いたしま

す。

合計で、補正前の限度額９,４８０万円から１６０万円を減額し、補正後の限度額を

９,３２０万円とするものです。

５ページから９ページの補正予算実施計画及び実施計画説明書の説明は省略いたしま

す。

１０ページをお開きください。

令和５年度別海町下水道等事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）です。

現金の流れを示した表になります。

下から３行目を御覧ください。

資金増減額の見込みです。

６,８０３万８,０００円の増額となり、最下段の資金期末残高は７,３９２万３,０００

円となる予定です。

次に、１１ページをお開きください。

令和５年度別海町下水道等事業予定損益計算書です。

下から４行目を御覧ください。

当年度純損失の見込みです。

３,７２９万円となる見込みです。

最下段の当年度未処理欠損金も３,７２９万円となる見込みです。

次の１２ページ令和５年度別海町水道事業予定貸借対照表と１３ページから１４ページ

の注記表の説明は省略いたします。

以上で、議案第１８号下水道等事業会計補正予算（第３号）の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 以上で、議案第１１号から議案第１８号までの令和５年度別海町

各会計補正予算の８件についての内容説明が終わりました。

お諮りします。

ただいま上程中の令和５年度別海町各会計補正予算の８件については、予算決算審査特

別委員会に付託の上、審査することにしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１１号から議案第１８号までの８件については、予算決算審査特別



- 25 -

委員会に付託の上、審査することに決定いたしました。

お諮りします。

ただいま全員で構成する予算決算審査特別委員会に付託されましたので、本会議での質

疑は省略したいと思います。

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。

したがって、本会議での質疑は省略することに決定いたしました。

──────────────────────────────────

◎休会の議決

○議長（西原 浩君） ここでお諮りいたします。

この後、予算決算審査特別委員会開催のため、本日散会後、休会としたいと思います。

これに御異議ありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。

したがって、本日散会後、休会とすることに決定いたしました。

──────────────────────────────────

◎散会宣言

○議長（西原 浩君） 以上で、本日の日程は全て終了しました。

本日はこれで散会します。

なお、本日、午後１時３０分から、予算決算審査特別委員会が、その後、広報・広聴常

任委員会がそれぞれ開催されます。

明日は、午前１０時から本会議を行いますので、御参集願います。

皆様、大変御苦労さまでした。

散会 午前１１時４３分
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上記は、地方自治法第１２３条の規定により会議の次第を記載したものであ

る。

令和 年 月 日

署 名 者

別海町議会議長

議 員

議 員

議 員


